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１　計画策定の趣旨
　
　本市では、平成 29年４月に 10年後の共生社会に向けたビジョンを定めた「千葉市における障
害福祉施策に係る中長期指針」を策定し、相互に関連している様々な問題を総合的に捉え、かつ、長
期的な視点をもって取組むこととしました。
　この中長期指針を踏まえた第１段階の実施計画として、平成 30年３月に、「第４次千葉市障害
者計画」「第５期千葉市障害福祉計画」「第１期千葉市障害児福祉計画」を策定し、「すべての障害者
が、自らの特性に合わせて、自らの選択により、より良い生活を求める努力ができ、障害のある人も
ない人も共に活動することで相互の理解を深め、より支援が必要な方に手が差し伸べられる共生
社会を構築する」という基本理念のもと、様々な障害者施策や障害福祉サービスの供給量の確保等
を通じて障害者の自立と社会参加の促進に取り組んできました。
　国においては、障害者基本法の一部改正（平成 23年８月施行）や障害者差別解消法の制定（平成
28年４月施行）など障害者権利条約の批准に向けた法の整備が行われ、いわゆる「社会モデル」の
考え方や「合理的配慮」の概念が取り入れられました。更に、平成 30年４月から、障害者基本計画
（第４次）の計画期間が開始され、令和３年４月には、障害福祉サービスや障害児支援等の報酬改定
が見込まれています。
　現在、障害者やその家族の高齢化は更に進展し、高齢の親が障害者を介護する状況や、障害者本
人が要介護状態にある親や配偶者を介護しなければならない状況など、各家庭の介護力が低下し
ており、地域社会全体で障害者を支えていくことが強く求められています。
　特に、地域で生活する障害者の中には、法定サービスを基本とした既存の制度のみでは解決が難
しい課題を抱えている方たちがおり、その対応が求められています。
　また、東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を契機として、すべての障害
者に対する市民の意識を変え、多様性を理解し尊重することができる共生社会の実現に向けこれ
まで展開してきた施策を、現行の「第４次千葉市障害者計画」に引き続き取組み、オリパラレガシー
として継承することが必要です。
　これらの状況のもと、本計画は、中長期指針を踏まえた第２段階の実施計画として、「第４次千葉
市障害者計画」の到達点や令和元年度に実施した障害者生活実態・意向調査の結果を踏まえ、障害
者が地域において自立した生活を送り、障害の有無によって分け隔てられること　　　　　　　
なく社会参加できることを目指し、相談支援、地域生活支援、保健・医療、教育、生　　　　　　　
活環境など幅広い分野を対象とした障害者施策の総合的な計画として策定するも　　　　　　　
のです。
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計画の策定にあたって第１章
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